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令和８年３月 

監査委員決定 

令和８年度海田町監査計画 

 
１ 目的 

 令和８年度に監査委員が行う監査、検査、審査（以下「監査等」という。）を実

施するにあたり、海田町監査基準第７条に基づき監査計画を、次のとおり定める。 

 なお、本計画はやむを得ない理由により変更する場合がある。 

 
２ 実施方針 

 監査等の実施にあたっては、事務の管理及び執行等について、監査基準に基づき

法令との適合性及び事務の正確性、事業の経済性及び効率性の確認と有効性の検証

を行い、事務の改善につなげることを実施方針とする。 

 
３ 監査等の種類・対象・時期 

（１）財務監査（地方自治法（以下「法」という。）第１９９条第１項） 

   財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適正かつ効率

的に行われているかを主眼として、実施する。 

  ア 定期監査（法第１９９条第４項） 

実施時期は次のとおりとし、各部署における令和８年度の財務に関する事

務等を対象とする。ただし、必要と認められる場合には、令和７年度以前も

対象とする。 

なお、各監査実施予定日の１５日前（開庁日）までを目途に、監査資料を

提出するよう依頼する。 

  （ァ）令和８年１２月 

・企画部（かいたブランド課・資産活用課・財政経営課） 

・総務部（総務課・防災課・デジタル推進課） 

・町民生活部（地域みらい課・環境センター・税務課・住民課） 

  （ィ）令和９年１月 

・福祉保健部（社会福祉課・福祉事務所・こども課・ひまわりプラザ・

町立保育所・児童館・町民センター・長寿保険課・健康

づくり推進課） 

・上下水道課 

・会計管理室 

・議会事務局 

  （ゥ）令和９年２月 

・建設部（まちデザイン課・建築営繕室・建設課） 

・教育委員会（学校教育課・町立小中学校・生涯学習課・図書館・ふる 

さと館・海田公民館・織田幹雄記念館・海田東公民館・ 

文教施設整備室） 
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  イ 随時監査（法第１９９条第５項） 

    必要があると認められるとき、定期監査に準じて実施する。 

 
（２）例月出納検査（法第２３５条の２第１項） 

   毎月の出納事務が適法かつ正確に行われているか、また、現金、預金、一時

借入金、有価証券等が適法かつ正確に管理・運用されているかを主眼として

実施する。 

 ア 実施時期 

    毎月２０日の実施とする。ただし、やむを得ない理由により変更する場合

がある。 

 
（３）決算審査（法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項） 

一般会計及び特別会計並びに水道事業会計及び下水道事業会計の令和７年

度決算について書類の適否を審査するとともに、計数は正確か、予算の執行

が適正に行われているかを主眼として実施する。また、定期監査及び例月出

納検査の結果も参考として審査を行う。 

なお、審査実施予定日の１５日前（開庁日）までを目途に、資料を提出す

るよう依頼する。 

ア 実施時期 

    令和８年６月から８月まで 

  イ 実施対象 

    令和７年度海田町水道事業会計決算 

同   下水道事業会計決算 

同   一般会計歳入歳出決算 

同   国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

同   介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算 

同   介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算 

同   後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

同   各会計歳入歳出決算事項別明細書、各会計実質収支に関

する調書及び財産に関する調書 

ウ その他 

 ６月の水道事業会計決算審査実施日に水道貯蔵品たな卸し検査を行う。 

 
（４）健全化判断比率等審査（地方自治体の財政の健全化に関する法律第３条  

第１項及び第２２条第１項） 

   健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定基礎となる書類の計

数の正確性を検証し、健全化判断比率等が適正かを主眼として実施する。 

  ア 実施時期 

    令和８年８月 

  イ 実施対象 
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   （ァ）令和７年度決算に基づく健全化判断比率 

   （ィ）令和７年度決算に基づく資金不足比率 

   （ゥ）（ァ）及び（ィ）の算定の基礎となる事項を記載した書類 

 
（５）その他 

   法令の規定により、監査委員が行うこととされている監査等の行為について

は、法令に基づき、かつ、海田町監査基準の趣旨に鑑み、実施する。 

 
４ 実施体制 

監査委員は、関係課等から提出させた調書及び関係帳簿等について書面検査

を行い、必要に応じて担当者からの説明聴取及び実地検査を行い、事務局職員

はその職務の遂行を補助する。 

 
５ 結果報告及び公表 

（１）財務監査及び財政援助団体等監査 

  ア 結果報告 

    各監査終了後、速やかに監査報告書を作成し、町長及び議会に提出する。

監査報告書には、違法等の指摘にとどまらず、改善、検討を要する事項が

認められる場合は、その内容も指摘事項等として記載する。 

  イ 公表 

    監査報告書を町長及び議会に報告後、海田町公告式条例に定める掲示場に

掲示するとともに海田町ホームページに掲載する。 

  ウ 指摘事項等に対する措置状況 

監査報告書における指摘事項等に対する措置状況については、監査終了

後１か月を目途に回答を求め、以降の監査でその取組状況を確認する。 

なお、公表は監査報告書の公表と同様の方法で行う。 

 
（２）例月出納検査 

   検査終了後、速やかに検査報告書を作成し、町長及び議会に提出する。 

 
（３）決算審査及び健全化判断比率等審査 

  ア 結果報告 

    審査終了後、速やかに意見書を作成し、９月議会告示日までに町長に提出

する。 

  イ 公表 

    意見書を町長に提出後、海田町ホームページに掲載する。 



４ 

 

令和８年度監査予定表 

月日 例月出納検査 決算審査等 定期監査等 

4/22（水） 例月出納検査   

5/20（水） 例月出納検査   

6/23（火） 例月出納検査   

6/30（火）  水道事業会計  

7/2（木）  下水道事業会計  

7/10（金）  企画部・議会事務局  

7/13（月）  総務部  

7/15（水）  地域みらい課・住民課  

7/17（金）  税務課  

7/21（火）  長寿保険課・健康づくり

推進課 

 

7/22（水) 例月出納検査 会計管理室・社会福祉課  

7/24（金）  こども課  

7/27（月)  建設部  

7/31（金）  教育委員会  

8/3（月）  【予備日】  

8/21（金） 例月出納検査 財政健全化審査  

9/24（木） 例月出納検査   

10/22（木） 例月出納検査   

11/20（金） 例月出納検査   

12/14（月）   企画部 

12/17（木）   総務部 

12/21（月）   住民課・税務課 

12/23（水） 例月出納検査  地域みらい課 

1/15（金）   社会福祉課・こども課 

1/19（火）   長寿保険課・健康づく

り推進課 

1/22（金） 例月出納検査  公営企業・会計管理

室・議会事務局 

2/9（火）   教育委員会 

2/16（火）   建設部 

2/24（水） 例月出納検査   

3/23（火） 例月出納検査   

※ 都合により、日程を変更する場合がある。 

 


